


自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言を法務局に預けた場合、検認は不要で紛失等のおそれもなくなります。
詳しくは法務省へ

（２人以上）

相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から
3 年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくは法務省へ

相続登記の義務化

遺言書保管

法務省　所有者不明
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